
ヘ ー ゲル に 於 け る形 成 と承 認

向 井 久

序 精 神現 象学 「序 文」 に於 け る人類 の系 統 発 生 と個 体発 生。(→ 人 類 の類 と して の労働 一 形

成 の歴史 的 総 経験 を 個 体が純 化 され 圧縮 され た形 態で 再 経験=反 復 し.(コ 個体 が人 類 の類 的

認 識史 の総 和 を整序 され論 理 化 され た形 態 で獲 得 し、 人 類的 個体 へ と自己 形 成 し、 日 日常的 自

然 的 意 識 か ら絶 対知 への 知 の道 を歩 み、 時 代精神 た る学 へ 個 体 が 自己 を教 養 し、 四)新 たな現 実

的 活 動 に:よっ て、 人類 の未 来 を形 成 す る、 とい う人類 一 個 依の 自己 形 成 一 教 育の 歴 史 的弁 証

法が ヘー ゲ ルの 主張 の 実質 的 意 味 で あ る。 個 体性 と人類 性 が 自覚 的 意識 的 に統 一 され るこ と(個

と類 の 自由 な統 一)が 個 と類 の 自由の 要 件 で あ り、到 達 され た諸 関 係が 個 々人 の関 係 と して も人

類 の諸 関 係 として も自由 の 関 係で あ る とい うことが、 自由 の根 本 要件 で あ る。 ヘ ー ゲル は、 個体:

と類 の 自由 の王 国 へ の普 遍 的論 理 を、 特 殊 近 代的 自由の歴 史 的弁 証 法 的意 識 の 形態 で示 した。 ヘ

ー ゲ ル に於 い て 自由 と理性 は等 しい。 即 ち 自由の王 国 へ の道 程 は 同時 に学=真 理 の王 国へ の 道

で もあ る。 意識 の経 験 の学 とは、 実 体:として の人類 の 認 識史 を個 体 が論 理 的 に反 復 し、 個 体の 自

己意 識 に於 い て獲得 す る こ とに他:な らない。 これ は学 の人類 史 的 理念 で あ り、 カン トの哲 学 の世

界概 念 の歴 史 的弁 証法 化で ある。 故 に 現 象学 は ←)人 類 史(ゴ 個 体史(ヨ 両 者 の論 理 的共X76者

(学 の形 成)を 含 む。

(→ 人類 史 「自己意 識 」 の人 類史 と して の弁 証法 的論理 の 合理 的 意味 は次 の如 し。(1)近 代 自

然 法 学派 の 自然状 態 一 法 状態 の非歴 史的仮 説 に対 して、 自然 状 態(「 欲 望」 及 び 「承認 の争 い

」)と 法状 態(「 一般 的 自己 意識」)を 媒 介 す る歴 史認 識 と して、 主(支 配)と 奴(隷 属)の 関

係 を置 い た こ と。(2)国民 経済 学派 の労働 概 念 の分析 を媒 介 と して、 従 属労働 の概 念 にま で下 向 し、

支配 一 隷 属 関 係を従 属 労働 に基 礎 を置 く強 力 に基 づ く国家 と して示 した こ と。(3)支 配 一 隷 属

関 係が 従属 労働 の弁 証 法 に よって揚 棄 され、 自由同 等 なる 自己労 働 に基 づ く万人 の 自由 の普遍 的

相 互承 認 と して の近 代の 法状 態 が 成立 す る と した こ と。 以上 の 自然法 にお け る歴 史 認 識 の進歩 は、

ル ソー の 「統 治 の仮 説的 歴史 」 とス ミスの労 働 概 念 の分析 を総 合 した もの で あ る。

(⇒ 個 体史 個体 の 発生的 認 識学 を樹 立 した ピア ジェ は 「児童 の道 徳判 断 」 に於 い て、 三 つ の

発達 段階 を明示 し たが、 これ は ヘ ー ゲルの 「自己意 識」 の論 琿 に先取 され て い る。(1)象徴 と儀式

的 図式 を 内包 す る 自動的 規 則 、及 び 自他 、主 客未 分 化 の知 的道 徳 的 自己中心 性 〔「欲 望 」 及 び

「承 認」 の 初 期段 階 〕。(2)規 則へ の神 秘的信 仰 を産 み 出す 児童 の 大人 へ の 一方 的尊 敬(権 威 と服

従 ・拘束 と他律)(主 一 奴 関 係)。(3)自 己中 心性 を脱 中心 化 す る相 互 尊 敬 と して の 自律(協 同

=「 一般 的 自己 意 識」)。 協同 の民主 的 基 準 は、 一般 意志 の主権 下 に於 け る合 意 に基 づ く自治、

平 等 な相 互 性 に基 づ く 「正 」 の論 理 的 関 係 で あ り、 合理 的 基 準 は犀 主的 討 論 に於 け る正 当 化 と立
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証 の論証 で あ る。

e∋ 関 係 と推理 の実 践 的論 理 一般 的 自 己意 識 の相 互承 認 に於 い て実践 的論 理 は 明確 な論 理性

を獲得 す る。 そ れ 以 前 の論 理 は原 始 的 論理 と半 論 理 の歪 の論 理 で あ るが、 形式 的 論理 がそ とか ら

発 生 す る(発 生 的 論理 学)。 相互 承 認は 自由 な主 体 の等 し き関 係 た る権利 、 義 務 の 関 係 の論理 を

含 む。 これ は ア リス トテ レス の 当事 者二 物 件二 の四項 関 係 た る 「正 」(=等 し き こと)の 概 念

を 近 代的 権利 概念(カ ン ト ・フ ィヒ テの商 品 所有 権 及 び根 源 的 権利)へ と転 換 させ た もの であ る。

第 二 に、 普 遍 的意 志 と特 殊的 意 志 の 実践 的 推論 を 含 む。 これ は ア リス トテ レスの 実践 的 推論 と遵

法 的 「正」 を 近 代 の主 権 概 念(ル ソー ・カ ン トの 普遍 的 自己 立法 意 志 の主 権)へ と転 化 させ た も

の で ある。

ヘー ゲ ルは 近 代的 自由=広 義 の啓 蒙 的 自由 を 基本 的 に容 認 しつ つ も
、 一 定の 弁証 法的 批判 を

加え る。 そ こ に近 代的 自由 の 問題 的性 格 を示 す。

以 下 ヘー ゲ ルの 「自己 意 識」 の項 を、 人 類 の 自由 の王 国 へ の普遍 的 道程 の 特 殊 近代 的論 理 と し

て吟 味 したい 。 す で にル ソーは、 自然 状態 一 主 人 と奴 隷 一 法 状 態 とい う 「統 治 の仮 説的歴 史」

を呈 示 した。 この 自然法 に於 け る歴 史 的弁 証 法的 意 識 は なお 仮 説的 実験 性 に よる構 成 の 方 法 で な

された もの であ る。(自 然 状 態 に関 す る仮 説的 で条 件的 な推理 、契 約概 念 に ょる 社会 成 立 の人 為

的 説明)。 ヘ ー ゲル は、 深 くル ソー の歴史 的弁 証 法 に根拠 しつつ、 そ の論理 の仮 説性 を克 服 す る

た めに、 統 治 の歴 史 の基 礎 に国 民 経済 学派 の労働 概念(ス ミ ス)を 置 い た。 労働 が社 会 の 実 体=

実 在的基 底で あh,労 働 の 自然 史 の うちに のみ統 治 の歴 史 の必 然 性 は 洞見 され うる の で ある。

「購 制は燗 の自然性から真実に倫理的な状態への衡 に尉 る霞、)承認の純鞭 念は配

意識と他の自由なる客観としての自己意識が相互の自立性と普遍的統一という両契機からなる二

重の自己意識の無限性としての相互承認であ り、 自我の自由と他我の自由の統合性としての法概

念を予想するものであh,こ こでは単なる概念 として定立されており、一般的 自己意識に於いて

実現されるものである。承認のための生死を賭する闘いは生命の存在におちこんだ意識として存

在する自己意識が欲望の対象として関係しつつこの欲望を否定 し自己を自立的自由なる存在とし

て示そうとする闘いであ り万人の万人 に対する闘いとしての自然状態を示すものである。生死を

賭する承認の争Nと しての自然状態の結果は一面的不平等的(不 同等的)な 承認、即ち奴による

主の一方的承認を帰結し、支配と隷属の関係が従属労働に基礎を置 く強力に基づ く国家 として帰

結する。主 と奴の弁証法的顛倒即ち自己の従属性を揚棄する従属労働の弁証法によって主 一 奴

関係は崩壊し、自由同等なる自己労働(市 民社会)に 基づ く万人の自由の普遍的相互承認(国 家

としての法状態)が 成立する。(一 般的自己意識)。 一般的 自己意識に於ける相互承認は自由な

法的主体の権利義務の双務的平等性の原理に基づくものであって、各自己意識の身体的個体的特

殊性の不等性を廃棄し.自 由同等なる主体:としての相互的同一性への意識の高まりに於ける(自

分たち全部に帰属する自由の意識)、 万人の自由の平等なる法的承認であって、法的人格の意志

の自由の関係である。

〔→ 承認の純粋概念(法 概念としての相互承認)承 認の概念は自己意識 と他の自由なる客観

一54一



とし ての 自 己意 識 が相 互の 自己意 識 の 自立 性 と普遍 的統 一 とNう 両契 機 か らな る二 重の 自己意 識

の無 限 性 と して の 相互承 認 で あh,自 由 な る 自我 と同様 に 自 由 な る他 我 の相 互 の 自由 の統 合 と し

ての法概 念 を予 想 す る もの であ る。 ヘ ー ゲル に とつて相 互承 認 の概 念 が法 の概 念 を構 成 す る こと

は若 きへ 一 ゲ ル の次の 論 述 か ら も明 らか で あ る。 「法 は他 者 へ の 行動 に知 け る人格 の 関 係で あ り、

そ の自由 な 存 在の 普遍 的 境地 あ る いは その空 疎 な 自由 の規 定、 制限 で あ る。 この 関 係 あ るい は制

限 を、 わ た しは わた しの た め に考 え 出 しま た もた らす べ きでは な く、 対象 が それ 自体 この法 一般、

す な わ ち承 認寸 る関 係の 生産 なの であ る。 … 承 認 にお いて 自己は この 個別 的 な もの で あ るこ と

を 止 め る。 そ れ は法 的 に承認 に 拾 い てある.す なわ ち もはやそ の直 接的 現存 にお い ては ない。 承

認 され た ものは 直 接 的 に妥 当 す る もの と して、 自己 の存 在 によ っ て承認 され てい る が、 ま さ し く

この 存 在 は概 念 か ら産出 され た もの である。 それ は承 認 され た存 在 で あ る。 人間 は 必 然的 に承 認

され、 か つ必 然的 に承認 す る もの で あ る。 こ の必 然 性 は人 間 自身 の必 然性 で あ って、 内容 に 対す

るわれ わ れ の 思惟 の必然性 で は ない。 承 認 と して 彼 自身運動 で あ り、 この 運動 が ま さに かれ の 自

然 状態 を止揚 す る。 つ ま り彼 は承 認 作 用で ある。 自然 的 な もの は たん に ある、 それ は精 神的 な も

の では ない 。」(2)し か しこの法 概 念 た る承 認 の概 念 は 当面 は唯 哲 学 者 我 々 に とって 現わ れ て い る

にす ぎず 、 自己 意識 自身 の 経験 と して では ない。 又 こ こでは承 認 の概念 は単 な る概念 にす ぎず 、

自己意 識 の 目標 として定 立 され てNる のみ で あ る。承 認 の概念 は 一般 的 自己意識 に於 け る二 重の

自由 な 自己 意 識 の 自由 な相 互 反映 と しての 法 状態 に於 い て のみ始 め て 自己の 法概 念 と しての 性格

を 明確 に示 し、 法 状 態 の原 理 た る 一般 的 自己意 識 に於 い て 自由平 等 な る相 互承 認 は 実現 され るの

で ある。 こ こで は承認 の 純粋 概念 がい か な る弁 証 法 的 運動 に よ って成 立 し.且 つ如何 な る論 理 構

造 を示 す か を考 察 した い。

承認 の概 念 は相 異 な る実 在 的 区別 を持 った 自己 意 識 と他 の 自己意 識 が 両方共 に全 く自由 で あ り、

自立的 で あ りな が ら、 両者 の 普遍 的統 一を 形 成 す る、 即 ち二 重 の 自由 な 自立 者 の普遍 的統 一 で あ

h,こ れが承 認 の運 動 の 目標 で あ る。

(一r自 他 未 分化 の 自他 の 直接 的同 一 性。 承 認の 行為 は他 者 に向 う行為(他 者 へ の反 省)で あ る

と 同時 に 自分 に向 う行為(自 己 へ の反 省)で あ り、 最 初 には、 自己意 識 と他 の 自己 意 識 との未 分

化の 直接 的 同 一性 の関 係 であ り、 自他 の無媒 介 のSpielが 生 ず る。 これ は ピァ ジ ェの云 う自他

未 分 化 に於 け る自 己 中心 性 と他 者へ の依存 とい う論 理 と基本 的 には 同 じ論理構 造 を 有 す る もの と

思 わ れ る。

(D肯 定 「第 一 に は 自 己意識 は 自分 自身 を喪 失 して い る。 なぜ な ら、 自己 意識 は 自分を他 の

実 在 と して見 出す か らで あ る。第 こに は 自己意 識 はそ うす る こ とに よ って 『他者 』を撤 廃 して い

る。 な ぜな ら、 自己意 識 は また 他者 を実 在 とは見 ずに 、 他者 の うちに 自分 自身 を見 もす るか らで

あ る。 」(3)自 分 を 直接的 に他 の 自己意 識 と見な す と き即 ち他 者 を肯 定 す る時.そ れ は 自己 の否定

=撤 廃 で あ る。 しか し逆 に他 者 の うちに 自 己のみ を 見 るこ とに よ って 以前 の他 者 の肯 定は逆 に

他 者 の否 定(撤 廃)と な る。 これ が他 者の 肯 定の 無媒 介のSpielで ある。

(II)否 定 「第 一 には 自 己意 識 は他 め 自立的 実 在 を 撤廃 し.そ うす るこ とに よらて 自分が 実 在
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で あ るの を 確 信す る よ うに な る ことに向 わな くては な らない。 しか し第 二 に 自己意 識 は そ うす る

こ とに よ って、 却 って 自分 自身 の撤4z向 うことに な る。 なぜ な ら この他 者 が 自 分 自身 だ か らで

ある。」(4)他 の 自立 的 実 在(他 者)の 否 定(撤 廃)に よって 自己 の実在 性 を 確信 す る(自 己の肯

定)。 しか し この他 者 の 否定(撤 廃)は 逆 に 自 分 自身 の 否定(撤 廃)で あ り、 なぜ な ら この 他者

が 自分 自身 であ るか らであh,こ れ が 他 者 の否 定 の無媒 介 のSpielで あ る。 か くして 自 己意 識

と他 の 自 己意志 の未 分 化 の 直接的 同 一 性 に於 い ては 自 己 中心 性 と他 者 へ の依 存 とい う両 極 の間 の

無 媒 介 のSpielが 生 ず るの であh,次 に この 自他 が 分 化=分 割 され な けれ ば なら ない 。

(ロ)自 他 の分 化=分 割(自 己 自身 へ の二 重 の還 帰)。 自他 の未 分化 の直 接 的 同 一性 はそ の無

媒 介 のSpie1の 悪無 限 の結 果、 自己 意 識 と他 の 自己意 識の 判 断=分 割 に よって共 に 自 己同等 な

る 自立的 実 在へ と分 化 し、 自立的 自由 の両 極 の二 重性 が 成立 す る(自 分 自身 の うちへ の 全 く同様

な二 重 の意 味 に於 け る還 帰)。 「第 一 には 、 自己 意識 は この撤 廃 に よっ て 自分 自 身を 再 び取 り戻

す。 何 故な ら、 自分 の他 的存 在 を 撤廃 す る こ とに よって、 自己意 識 は 再 び 自分 と同 一 とな るか ら

であ る。 しか しな が ら第 二 には 自己意 識 は 自分 に再 び他 の 自己意 識 を与 え戻す(他 の 臼己意 識 を

再興 す る)。 なぜ な ら、 自己意 識 は 自 分が他 者の うち に あ る こ とを認 め てい た の で あ る が、 か く

他 者の うちに あ る 自分の 存在 を撤 廃す る こ とに よ って、他 者を 再 び放 免 し自 由 に す る こ とに なる

か らで あ る。 」(5)自 己意 識 と他 の 自己意識 の 自己 自身へ の 二重 の 還帰 は.(1)自 分 の他的 存 在の撤

廃 に よる 自己 自 身 との同 等性 の 定立(自 己意 識 の 自己 へ の還 帰)、(の 他者 の うちに ある 自己の撤

廃 に よ る他 の 自己意 識 の 自己同 等性 へ の還 帰(他 の 自己意 識 の 自己 へ の還 帰)で あ る。 この 自他

の 自 己意 識 の 二 重の 自己 自身 へ の還:帰ぽ 「自己 意識 の判 断 ま た は分 割」(6)で あ って 二重 の 自己

意 識 は 自由 な 客観 と して 、 そ れ ぞれ 自己 の独 立性 と自立 的 自由 を獲 得 した の で あ る。 こ の二 重 の

自己意 識 の両 極 の独 立的 な 自立性(ご 分化)を 前提 し て.始 めて、 両 極 の 自由 の 相互 承認 が 可

能 とな る の で ある。

の 自 己意 識 と他 の 自 己意識 の両 極 を媒 語 とす る 自己 自身 との 推理 的 連結 二・双務 的 平 等 性 の

原 理 に基 づ く自由な 相 互承 認⑩ 相 互 承 認の 行 為 は 自己 に 向 う行 為 と他 者 に向 う行為 で あ るば か り

では な く、 一方 の行 為で ある と同 時 に他 方 の 行為 で あ るとい う双 務 的平 等性 の原 理 に基 づ くもの

であ る。 相互 承 認 は 分 化に 基づ く双 務 的平 等性 の 関 係で あh,両 極の 自 己意 識 の 自立 的 自由 が相

互 の 行為(二 重の 行為)に よっ て承認 され る関 係で あ る。 「媒 語 は 自己意 識 で あっ て、 この 自 己

意 識が 両 極 に 分解 し、 そ うして各 極 は各 自 の限 定 を相互 に 交換 す る の であ り、 全 く反 対 の極 へ と

移 って 行 く・ 」(7)媒語 は 万 人 の共通 の本質 と して の 自由 な る自 我で あh,こ の 自己 意識 の 両極 へ

の分解 とい う自由 な る客 観 と しての 自己 意 識 の二 重性 へ の分割 に於 いて、 各 極 は 自由な る 自立 的

存 在 で あ る ことを示 し、 そ して媒 語=自 由 な る 自我 を通 じて各 自 の 自由 の限 定 を相 互 に 交換 す

る 自由の 無限 性 が 成立 す る。 「各極 は他 極 に とって媒 語 で あ り、 この媒 語 を 介 して各 極 は 自己 自

身 との媒 介的 関 係 に入 り・ ま た 己れ 自身 と推 理 的 に連 結す る。 」(8)各 極 は 自立的 自由 な る自我 で

ある が、各 極 が互 い に他 極 に とって媒 語(万 人 の共通 的本 質 た る自由 なる 自我)で あ り、 各極 の

対他 的 自由 の 関 係を媒 介 す る もの とし ての媒 語 を 介 して各 極 は 自 己自 身 との媒 介的 関 係即 ち自 己
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の 自立的 自同性 へ と関 係 し、 己 れ 自身 と推 理的 に連 結す る。 「両 極 は互 に 承認 し合 ってい る もの

であ るこ とを 互 に承認 し合 ってNる 。 」(9)さ て 「以 上 が承 認 の純 粋概 念 であ る が 自己意識 が統 一

を保 ち つつ 二 重 に な るこ とで ある承認 の過 程 が 自 己意識 に対 して どの よ うに現 わ れ て くるか が今

や 考察 され るべ き こ とであ る・ 」(10)

(ゴ 承 認 の た めの 生死 を賭 す る戦 い=自 然 状 態

承 認 のた め の 生死 を賭す る戦 い はa生 命に 囚 わ れ た 自然 的 意 識 即 ち 自然的 定 在 に繋縛 された 物

的形態 に於 い て存 在す る二重 の 自 己意 識 が欲 望 の 対 象 と して我 欲 的破 壊 的 に関 係 しつつ 、 この生

命に 囚 わ れ た 自然 的 存 在 を 否定 し、 自立 的 自由 な る存 在 として 示 そ うとす る相 互 の戦 い で あh,

保 存 な き相互 破棄 と して 「万人 の万 人 に対す る闘 い」 と して の 自然 状態 を示 す もの で あ る6「 承

認 の た めの 闘争 は….… ただ 人間 が 個 々人 と して存 在 してNる 自然状 態 におい て起 こる こ とがで

きるだ け であh,… 。 」(11)自 己意 識 は最 初 は未 だ 欲 望 の立場 か ら他 者 と して の 自己意 識 に 直接

向 う もの と して、 他 者 を承 認 して知 らず 、 単純 に 自分 だ け での存 在で あ っ て、 あらゆ る他 者 を 自

分か ら排 斥 す る排 他 的 一 と して の 自己 中心 的 存 在 で ある。 自 己意 識 に とって此 の無媒 介 態 にお い

ては、 他 者 は未 だ 自我 を もつ 自立 的存 在と して承 認 され て お らず 、 対 象 意 識 に対 す る 自己に よっ

て否 定 され るべ き非本 質的 対象 で ある。 個 体 と個体 の生 命の エ レ メ ン トに於 け る無媒 介 的関 係に

於 い ては、 両 者 の 自由 な 自立 的存 在 と して の 自我 と して の 同 一性 は未 だ顕 現せず 、 普 通 の 対象即

ち物 的 形態 を持 った 単 な る生 命性(自 由な き対 象 性 と して の 身 体性)に 於 い て現 わ れ、 自由を 荷

う身 体性 で は な く、 生 命 の存 在 に落 ち込 ん だ意 識 と して 関係 す る。 生 命の エレ メ ン トに 一面的 に

包摂 され た 自己 の対 象的 在 り方 即 ち強力 に 服す る事物 と して の 身 体的 直接 性 に 対す る純 粋 抽 象即

ち 自立 的 自由 の定 在 と しての 自己 を呈 示す るの は.自 己 の直 接的 身 体性及 び生 命 と しての 直 接的

個別 態 に対 寸 る繋 縛 を解 き、 自由 な 自立 的本質 と して の 自己を呈 示 す る こ とであh,こ れ は 自己

の 直接 的 生 命 の否定 であ る。 直接 的 生 命の 自己 否定 と しての 自己 の 自立 的 自由 を 公示 しよ うとす

る行 為 は それ 故 自 由の 否定 態 と しての 自己の 直接的 生 命 の否 定 で あ り.自 己 自身 の 生死 を賭 す る

行為 であh,ま た他 者 に 対 す る 行為 と して は、 他 者 の中 に 自己 と同 等 な 自 由な本 質 を直 観 しよ う

と して 、他 者 の生 命の否 定 態 と しての 他者 の死 を 目指す 行 為 で あ る。 この 自己 に対 す る 行為 と他

者 に対 す る行 為は ま た両 方 の双 方 的な 行為 で あ り、 両 者 の生 死を 賭 す る戦 い は 万人 の 万人 に 対す

る承 認 の戦 い として の 自 然状 態 で あ る。承認 の 生死 を賭 す る戦 い に於 け る両 者 ま たは 一方 の死 と

い う否 定的 結 果 の経験 か ら、 自己意 識 に とって、 純粋 な 自己意識 と同 様 に 生 命 も本 質的 であ るこ

とが 明 らか とな り、 か くして 自己意 識 は 生 命に 対す る関 係を媒 介 とす る主 一 奴 関 係の不平 等 な

一 方 的承 認 とい う結果 に移 行す る。 生死を 賭 す る承 認 の戦 い=万 人 の 万人 に対寸 る斗 争 と して

の 自然 状 態 は.主 と奴 の支 配 と隷属 とい う不 平 等 な一方的 承 認 を帰 結す るので あ る。 生 命 への繋

縛 を断 ち切 って 自 己の 自 由 な 自立 的存 在を獲 得 し た 自己意 識 と、 生 命へ の 執着 を断 ち切 れず 自由

な 自立 性 を 証 しえ ず、 物 た るこ とを 止揚 し得 なか った意 識 とは、 生 命(物)へ の 関 係を媒 介 と し

て、 主 一 物 一 奴 とい う推 理 の形式 を通 じて、 支配 す る 自己意 識 と隷 属 す る 自 己意 識 へ と分解

す るの で ある。 「最 初の経 験 が得 られ'た結 果 と して 、 かの 直 接 的統 一 を解 体 し.と の解 体に よっ
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て 〔一方 に は〕 ひ とつ の純粋 な自 己 意識 が、 〔他 方 に は〕 ひ とつ の意 識 が定 立 せ られ てい るので

あ るが、 この意識 は 純粋 に 自分 だ け で ある の では な く他 方 の意 識に 対 して あ る意 識 で ある が、 こ

の こ とは そ れが 『存 在 す る意 識 』 と して ある こ と、 云 い か え る と、物 た る こ とと い う形 態 に澄 け

る意 識 と して あ る こ とを意 味 して い る。 … 一方 の 形態 は 自立 的 意識 で あ って、 自分 だ け で の存 在

を も って、他 方 の形態 は非 自立的 意 識 で あ っ て生 命 ない し他 者 に対す る 存 在 を もっ て、 そ れ ぞ れ

本質 と して い る。 前者 は 主 後 者 は奴 で あ る。 」(② 生 死 を賭 す る承 認 の闘 い=万 人 の万 人 に

対 す る 自然状 態 の帰 結 としての 支 配 一 隷 属 関 係=主 奴 関 係の 成 立は 自然状 態 か ら強 力 に基づ

く国家 へ の状 態 へ の移 行 で もあ る。 「承 認 の 闘争 と主人 へ の服従 とは、 人 間 の共 同 生活 が諸 国家

の始 ま り と してそ こ か ら出 現 した とこ ろ の現 象 で あ る。 この 現 象 にお い て根 底で あ る強 力は そ れ

だか らとい って・ 法 の根 底 で あ る わけ では なN。 」(13)

(_.)主 と奴=支 配 と隷 属 の関 係(従 属 労働 に基礎 を 置 く強 力 に基 づ く国家)

生死 を賭 す る承 認 の闘 い=万 人 の 万人 に対 す る闘 い と して の 自然 状 態の 結果 は、 一面 的 不平

等(不 同 等)な 一 方的 承 認 と してそ の支 配 す る 自己意 識(主)と 隷 属 的 自己意 識(奴)と の 支配

と隷 属 の 関 係を 帰結 す る。 この 支配 と隷属 の 関 係は 強 力 に基づ く国 家 を 現 実的 に は 意味 し.こ の

強力 に基 づ く国 家 は 労働 の従 属性 を 自己 の基 礎 と してい る。 ヘ ー ゲ ルは、 全 て の人 間 の労 働 の同

等性 を 意味 す る古典 国 民経 済 学派 の労働 価 値 説 を基 礎 とす る商 品 概 念 へ の歴史 的 前提 と して、 自

然状 態 と法 状態 の 媒 辞 と して 支配(主)一 隷 属(奴)関 係を 置 き、且 つ 古典 経 済学 派 の 労働 概

念 の 分析 の歴 史 的 下 向 に よ って、 支配 一 隷 属 関 係を労働 の従 属 性 の概 念 に よ って根 拠 づ けた 。

また へ 一 ゲ ルは、 主 一 奴 関 係が.自 己の隷 属 性 を止 湯 す る従属 労働 の弁 証 法 によ って、 労 働 を

媒 介 と して弁 証 法 的 に顛 倒 し、 この主 一 奴 関 係の 崩壊 の結 果 と して、 万 人 の双 務 的 平 等性 に基

づ く自由 な相 互承 認=法 状 態(一 般 的 自己意 識)が 成立 す る とする の で あ る。 こ こに ヘ ー ゲル

の 弁証 法の偉 大 さが存 す るの であ る。 以下 主 と奴 の 弁証 法 を三 重 の推理 、(D主 一 物 一 奴.

(ii)主 一 奴 一 物.Gii奴 一 物 一 主 の 考 察 を通 じて明 らか に した い。

(D主 一 物 一 奴 ・ 「主 は 自立 的 な存 在 を 介 して奴 に 媒介 的 に 関 係 す る。 」(14)第 一 の推 理 ・

主 一 物 一 奴 は 支 配 一 隷 属 関 係 の成 立根 拠 で あ る。 奴(隷 属 す る 自 己意 識)は 、 自然 状態 の 生

死 を賭 す る承 認 の闘 い に於 い て、 生 命(物)へ の繋 縛 か らそ れを捨 象 して、 自己 を 自由 な 自立存

在 と して示 す こ とが で きず 、 この 物(生 命)の 鎖 につ な がれ た非 自立的 存 在 と して 自己 を示 した 。

主 は 生死 を賭 す る承 認 の争 い に於 い て生 命(物)へ の 依存 を 断 ち切 り、 物 を ただ 否 定的 な もの と

み なす 自立的 存 在 と して、 物 を支配 す る自 己意 識 で あ る こ とを示 した。 物 を 支配 す る威 力 であ る

主 は、 物 の鎖 につ な がれ た物 た る こ とに とどま る、 物 に 支配 され る奴 を 、 物 に対 す る支 配 一 隷

属 関 係を 媒 介 として隷 属 させ る。 「か くして主 は この 存 在 を支 配す る威 力 で あ るが、 しか し、 こ

の存 在は も う一方 の人 を支 配 す る威 力 で あ るか ら、 主 は この 推理 的連 結 に澄 い て、 この もう一人

を 己 れ の もとに隷 属 させ る。 」(15)

(ii)主 一 奴 一 物。 「主 は奴 を介 して物 に媒 介的 に関 係 す る・ 」(16)第 二 の 推理 主 一 奴

一 物 は
、支 配 と隷 属 の関 係 の本 質 的 構造 であ る。 「欲望 の達 し得 な か った こと、即 ち物 との 関
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りを断 ち享 受 に お い て満足 を うる こ とに、主 は達 す るの であ る。欲 望 が これ に達 し得 なか った の

は、 物 の 自立性 の故 で あ った が、 しか し物 と自分 との間 に奴 を挿 入 した主 は そ うす る こ とに よっ

て、 た だ物 の非 自立性 と のみ 推理 的 に連 結 し、 物 を た だひ た す ら享受 し、 これ に対 してお よそ物

の 自立 性 の 側 面 は これを 加 工 す る奴 に委 ね るの であ る。 」(17)奴 は生 命に 対す る欲 望 の立 場 を主

の支配 を 通 じて脱 し、物 の 自立性 に関 係し、 物を 労働 形 成す るの で あ り、 物 の 自立性 に形 成 行為

こ 労 働 を通 じて媒 介 的 に関 係す る。(奴 一 労 働 一 物)。 主 の物 に対す る関 係は純 粋 否 定 で あ

り、 物 の非 自立性 の側 面 に 対す る無 媒 介 的 関 係 と して の享受 で あ る。(主 一 欲 望 一 物)。 自立

的 本質 的 自 己意 識 た る主 は、 非 自立的 非本 質 的 自己章 識 た る奴隷 に よって 一方的 に承 認 され てい

るの であ り、 奴 の 非本 質性 は、 限 定 さ れた定 在 へ の依 存 、主 の支配 の 下 で の物 に対 す る労働 に於

い て性 格 づ け られ 、 この 主奴 関 係は 強力 を本 質 とす る支 配 一 隷属 関 係で あh.こ の 国家 の 強力

は奴 の 労働 の従 属 性 の うちに根 拠 を もつ。 「主 に とっ ては た だ 自分 自身 だ け での存 在 の みが 本 質

で あ り、主 は純粋 に 否 定的 な威力 であ ってrこ の威 力 に対 しては、 物は 無 で あh,し た が って こ

の 関 係(主 の奴 に 対 す る関 係)に お い ては主 の為 すの が純粋 に本 質 的 に為 す こ とで あ り、本 質的

に為 す こ とで あ るのに 対 して、 奴 の為 すの は純 粋 に為 す こ と では な く非 本 質 的 に為 す こ と で あ

る。 」(18)

㈹ 奴 一 物 一 主 。 主 奴 関 係は、 物 に 対 す る関 係 を媒 介 と して弁 証 法的 に顛倒 す るので あ

り、 主 は奴 の奴 、奴 は主 の主 に顛 倒 す る。 主 は物 の非 自立 性 の 側面 にのみ 関 係 し、 単 に物 の純 粋

否 定=消 失 す る享 受 を 自己の本 質 と し、 この主 には存 立 の側 面 が欠 け、 本質 的 自立的 意 識 で あ

る と 自認 してい た主 は、 非 本質 的 非 自立 的 意 識 へ と顛 倒 す る。奴 は直 接的 には主 の支配 の 下 に隷

属 す る非本 質的 非 自立 的 意識 で は あるが、 生 命の鎖 につ な がれ た故 に、 物 を媒 介 と して 主 の支配

の下 に服 した奴 は、 自己 を物 にす る労働 に 論い て、 物 の 自立性 の側 面 に関 係し、 自 己を 対象 の 中

に 見 出 し、 物に 対 す る支配 を獲 得 し、 そ の ことに よっ て主 の疎 遠 な意 志 へ の畏 怖 を否 定 し、本 質

的 自立 的 意 識へ と弁 証 法 的 に顛倒 す る。 こ こに主(自 立 的 意識)と 奴(非 自立 的 意識)は 、奴 の

形成 労 働 に よる物 の支 配 及 び 主の享 受 に よる物 へ の 依存 とい う物 へ の関 係を媒 介 と して、顛倒 し、

(奴 一 物 一 主)支 配 と隷 属 の関 係は崩 壊 す る。 主 奴 関 係の弁 証法 的顛倒 の本 質 は、 主 の疎 遠 な

る支配 的 意 志 の下 に強 制 され る奴 の従 属 労働 が、労 働=形 成 行為 を媒 介 として、 自己の従 属性

を揚 棄 し、従 っ て従 属 労働 に基 礎 を置 く強 力 に基 づ く国家 が崩 壊 し、 自由 平 等(同 等)な る労働

に基 づ く普遍 的 相 互 承認 と しての 法状 態が 一 般的 自 己意識 に於 い て実現 さ れ る こ とに あ る。 以下

ヘ ー ゲル の論 述 を通 じて 「奴 であ る こ とが 自 ら即 且 対 自的 に何 で あ るか」 を 畏 怖、奉 仕.形 成の

・各契 機 にお・い て考 察 し
、 奴 一 物 一 主 の 推理 の本 質 を 明 らか に しよ う。

絶 対 的主 人 に対 す る奴 の畏怖 に よっ て、 「…奴 の意 識 は 内面 深 く解 消 せ られ、 心 中動 揺 せ ぬ と

こ ろ と ては な く、 心 中 一切 の執 着 を震 憾せ られ た の で あ る。 」(lg)即 ち奴 は主人 へ の死 の畏怖 に

於 い て生 命 への執 着 に よる物 的 存 在 か ら脱 し、生 命の絶 対的 否 定 に到 るの で あh,こ の主 の疎 遠

な強 制 的 意志 に よる奴 に対 す る支 配 な くしては、 奴 は 自然的 生 命の我 欲 か ら脱 して労働 の形 成 に

向 うことは で きな い。 ま た 「奉 仕す る ことに澄 い て、 この意 識 は 自然的 な定 在昏 の 己れ の執 着 を
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あ らゆ る 個 々の契 機 に関 して撤 廃 し、 この 定在 を 労苦 を もって除 去 す る の であ る。」(20)奴 の 主

に対 す る 関 係=強 制的 支 配 の下 にお・け る畏怖 や奉 仕に よって奴 は 自然 的 定 在 へ の依存 を 克 服 し

自分 だ け での 存 在の 自覚 に到 達す る が、 なお そ こには 自己の 労働 に よる 対 自的 形 成カミ欠 け てお 久

対 象 的側 面が欠 け て い る限h,自 己に お け る解 消 にす ぎない。 「しか る(2,労 働 を媒 介 す る こと

に ょ って 意識 は 己 れ 自身 に到 るの であ る。 」(21)欲 望 一 生 命 とい う自然 的 直接 性 の関 係に労 働

を媒 辞 と して挿 入 し、欲 望 一 労 働 一 享受 とい う推 理 的 形式 を とる ことは理 性 の狡 智 と して 自立

的 自 由の獲 得 を意 味 し、 物 に対 す る労働 の媒 介 的 関 係を もた らす の であ る が、 この 推理 に於 い て、

主は 欲 望 一 享受 を、奴 は 労働 を荷 う。 主 の欲 望 一 享 受 は、 対象 の純 粋 な否 定 の独 占、 ま じ り

けの な い 自己感 情 を得 る こと、 た だ の消 失 と して の満足 であ り、 この満足 に は 対象的 な側 面或 は

存 立が 欠 け てNる 。 奴 の労 働 は、 欲 望 一 享 受 の 自然 的 直接 性 を 否定 し、 物 の媒 介 的 否定 であ り、

欲望 の抑 制 と満足 の 消失 の延 期 に よって、 物 の 自立性 に 関 係し、 労働 の形 成 に於 い て対 象の形 式

とな り、(外 化)a持 続 的 な ものへ と転 化 す る。 「労働 寸 る とい う この 否 定的 な媒 語 ま たは ・形

成 す る行為 も同 時 に 個別 態 で あ り、 云tiか え る と、 意 識 の 純粋 な 自分 だげ での 存在 で は あ る が、

労働 の成 果 とな る と、 この 自分 だけ での 存 在 も今やそ とに 出 て持 続 す る もの の境 地 の うち に歩 み

入 る。 だか ら労働 サ る意 識 は、 こ うして、 自立的 な存 在 を 自分 自身 だ と し て 直 観 す る の で あ

る・」(22)従 属 労働 の弁 証法 は従 属労 働 自身 樋 じて 自己 の従 属性 を擦 す る とい う弁 証 法 で あ

るが、 労 働 を通 じて 形成 され た物 の うちに 自己 を直 観 し、 対 自存在 に達 した奴 は、 こ の 自己 の形

成 に於 い て 自己 の労 働 の従 属性 自身 を克 服 す るの で あ り、 主 の畏 怖 と しての疎 遠 な強 制 的意 志 の

支 配 を 否定 し、 自 己の従 属 性 を 否定 す る威 力 を獲 得 す る。 奴 は 生 命へ の依存 に 於 い て奴 が戦標 し

た物へ の隷従 に於 い て、物 を支 配 す る主 に 隷 属 し た(主 一 物 一 奴)の であ るが.し か し・奴 の

形 成の労 働 に よ って物 自身 の否 定的 な もの は、 自己 自身 に よっ て形成 され た形 式 に於 い て消 え て

無 くな り、 奴 は物 を 支配 す る 自立的 意 識 に転 化 し、 主 は 物 の非 自立性 の側 面 にの み依 存 す る非 自

立 的 意 識 に転 化 し、 主奴 関 係 は逆 転 す る(奴 一 物 一 主)。 奴 の 従属 労働 は畏 怖 、奉 仕、労 働 と

Nう 三 つの 契機 か らな る他人(主 人)の 疎 遠 な強 制的 意志 に従 っ てい る労働 の従 属 性 を意 味 す る

が、 この 従属 労働 の 自己 止揚 に お・い て、 我 が意 に従 う労 働即 ち 自由 な 自 己労働 に於 い て対 象 を 自

己 と して 自覚 し、 対象 を物 件 と して吾 が もの と して 自己 の 自由意 志 に従 わ せ るの で あ る(自 己労

働 に基 づ く私 的 個人 的所 有)。 「形 相は そ とへ と定 立 せ られる こ とに よっ て、 この 意 識 に とって

自分 とは ち が っ た他 者 とな るの で はな いか。 なぜ な ら、 そ うな った形相 こ そは、 この 意 識 に とっ

て真 理 とな った 自分 の純粋 な自分 だけ での存 在 だか らで あ る。 」(23)現 象学 の 労働 の概念 はDas

F・rmi・ ・enに よって も示 され るが 、(,4)ヘ ー ゲルは法 哲学 第56節 で・D・ ・F・ ・mi・・enに

つ いて、 「或 る もの が 私の もの であ る とい う規 定 は形 づ くり(Formierung)に よって、 一 つ

の それ だ け で存 立す る外面 性 を得 る。 …形 づ くりは、 主 観的 な もの と客 観的 な もの を 自分 の うち

に 合一 させ る の であ るか ら、 そ のか ぎ り、理 念 に最 もふ さわ しい 占有取 得 で あ る。… 」 と述 べ る・

即 ち主 の疎 遠 な強制 的 意志 の支 配下 の従属 労 働 は、 そ の従 属性 の 自己止 揚 の 結果 奴 は労 働 を 吾

が もの と して獲得 し、 万人 に同等 に妥 当 す る 自由 なる 自 己労働 が 成立 す る。 自由 な る諸 々の 自己
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意 識 はe自 己 の労働 を 自然 に加 え 、 この物 件を 自己 が形 成 した故 に自 己の もの と して所 有 す るの

で あ り、 この 物件 の 完全 な 所有 は物 件 の価 値 と使用 の 二重 の所 有 で あ る。(こ の二 重性 か ら所 有

権 の弁 証 法 的運 動=契 約 等 々が必 然 とな る)。 「物件 の この よ うな普遍 性 こそは 物 件の 価値 で

あ って、 この価 値 にお い て、 物件 の真 の実 体:性は規 定 され て 澄 り、 か つ意 識 の 対象 な の で あ る。

私 は 物件 の 完 全 な所 有 者 と して、 物 の 使用 につNて と同 じほ ど物 件 の価 値 につ い て も所 有 者 なの

で あ る。 」(25)こ の 「人間 の、 い っさい の物 件 に 対す る絶 対 的 な、 自分 の ものに 寸 る権 利 」(26)

は、 ヘ ー ゲ ル に:よれば、 物 件 を 自己の人 格 の 自由意 志 の下 へ包 摂 す る とい う所 有権 に於 け る 自由

意志 の観 念 論 を意 味 す る。(2の 「だ が、 自 分 の もの と して の 所有 の 自由は 昨今 や っ と、 こ こか し

こで原 理 と して認 め られ るに い た った ば か りで ある と言 っ て も よい・ 」(28)奴 は労働 に よ って対

象 を形 成 し、 この対 象 の形 成 は 同時 に 自己 の形 成 で あ り、 この 形成 され た 自己に ょっ て主 の支 配

を揚 棄 した 奴 は、 労働 に於 け る支 配 と隷 属 及 び奴 が 生産 した物件 の 主 の 所有 と奴 の非 所有 とい う

主 一 奴 関 係の揚 棄 に於 い て、 自由 な る 自己意 識 と して、労 働 を 自己の 支配 の下 に包摂 し、 この

自由 な る自己 労働 に よ って、物 に 自己 の 形式 を刻 印 し、 自己 の 自由 意 志 の下 へ 物 件を包 摂 す る

(自 分 の もの と しての 所有)。 か くして、 奴 の従 属労働 の 自 己の 従属 性 の 自 己揚 棄 に よ って 、主

一 奴 関 係=従 属 労働 に基 づ く強 力 に基礎 を置 く国家 は廃棄 され
、 主 一 奴 関 係の弁 証法 的顛

倒 に よ って、 自由 同等(平 等)な る相 互 承認(一 般 的 自己意 識)が 法 状 態 と して 成立 す る ので あ

る。

{四)法 状 態=双 務 的平 等性 の原 理 に 基 づ く相 互承 認(一 般 的 自己意 識)一

生死 を 賭す る承 認 の戦 い と して の 自然状態 を端 初 と し、 従属 労働 に基 礎 を置 く強 力 に基 づ く国

家 と して の支 配 一 隷 属 関 係 の弁 証 法的 顛倒 に よ る崩 壊 を通 じて、 今 や 自由平 等 な る法 状態 即 ち

自由同 等 な る 自己 労働 に基 礎 を置 く万人 の 自由 の平 等(同 等)な る相 互 承 認(一 般 的 自己意 識)

が成立 してNる 。 「般 的 自 己意 識 とは 同等 に 自立 的 自由 な る自我 と他 我 とが相 互 に平 等 に承 認 し

合 う関 係 と して、法 的状 態(2g)の 原 理 で あh,自 由の共 同的 本質即 ち 万人 に同 一に妥 当 す 為 自由

の 同等 な関 係で あ って、 自 己意 識 と他 の 自 己意識 の真 に 自由 な る無 限性 の 原理 で あ る。 この平 等

な相互 承認 と して の 法状 態 は近 代 の法 状態 であ っ て・ 「市民 社会 お よび国 家 」(30)を 意 味 す る。

市民社 会 の原理 は、 自由 な る全 ての 人間 に 同 等 に妥 当す る自己労働 に基 づ く所 有 の原 理 で あ り、

ヘ ー ゲルは この所 有 の原 理 が 相互 承 認 に基づ くことを 示 して い る。 「所有 に於 い て人 格 は 自己 自

身 と契合 して い る。 しか し物 件 は抽 象的 に外 面的 な物 件 で あ り、 私 は物 件 の なか に あっ ては 抽象

的 に外 面 的で あ る。 外 面 態 に於 い て私 が私 自身 へ具 体的 に復 帰 してい る とい う ことは、 私 が 、す

な わち 私 に対 す る私 の無 限 な関 係 が、 人格 として、 私 を 私 自身 か らしりぞけ 、他 の諸 人格 の存 在、

他 の諸 人格 に対 す る私 の関 係、 〔私 が〕 他 の諸 人格 に よって承認 さ れて い る こ と 一.こ の よ うに

承 認 され てい る とい うことは 相互 的 で ある 一 におい て、私 の 人格 の現存 在を もってNる とい う

ことで ある。」(31)ヘ ー ゲ ルは 更 に 近 代の国 家 が相 互承 認 の原 理 に 基づ くもの であ る と主 張 す る・

「国 家(/C$,'Inて は人 間 が理 性 的 存 在者 として、 自由 な もの と して、 人 格 と して承 認 され且 つ取 り

扱 わ れ る。 そ し て個 々人 は 自分 の 自邑意 識 の 自然性 を克 服 す る と共 に、 一般 的 な もの 、 自己 自身
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にお い て存 在す る意 志 、 法律 に 従 がti、 こ う して 他人 に対 して 一 般 的 に妥 当 す る仕方 でふ る まい

他人 を 自分 自身を もそ うい う価値 が ある もの と望 みた い もの と して承 認 寸 る、 す なわ ち 自 由な も

の.入 格 と して承 認 す る」(32).精 神 現 象学 に於 いて は、 この 近 代 の 市民 社会 及 び国家 は.理 性

の項 の 「即 自的且 つ対 自的 に実 在的 で ある ことを 自覚 して い る個 体性」 に於 い て論 じ られてお り、

a精 神的 な動 物の 国 と欺 目菌、 或 は事 そ の もの、 は近 代 の 市民 社 会 を.b立 法 的 理 性 とc査 法的 理

性 は 、 近 代の 国家 の原理 を論 じてい る。 こ こ では 紙数 の関 係上.精 神 哲学 の一 般 的 自 己意 識 に論

述を限 定 したN。 この 一般 的 自 己意 識 の双 務的 平 等性 の原 理 に基 づ く万人 の普 遍的 相 互 承認 は法

の原理 で あ り、 従 属労働 に基 礎 を 置 く強 力 に基 づ く関 係 に対 して、 法 の普 遍 的 自由 の原理 た る一

般 意志 に基 づ く、 意志 の 自由 の関 係 と して の法 状 態 の原 理 であ る。 以下 ヘ ー ゲ ルの論述 を 分析 し

よう。 「一般 的 自己意識 とは・ 他の 自己 の中 で 自己 自身を肯 定的 に知 るこ と であ る。 」(33)即 ち・

一般 的 自己意 識 とは
、他 的 存 在 に於 け る 自己 同一 と して の 自由 の普遍 的 原 理 で あh.他 の 自己 の

中 に各 々が 相互 に承 認 された もの と して認 識す る双 務 的 な相互 承認 の原理 で あ り、 自由 を 自己 と

他 者 に と って同等 に妥 当 す る共 同 的本 質 と して認 識 することである。 「二 つ の 自己 の う ちの各 々は

自由 な 個別性 で あ って 絶対 的 な独 立性 を も って い る。 しか し各 々 の 自己 は 自分 の 直接 性 ま たは欲

望を 否 定 してい る の で、他 の 自己 か ら区別 され てNなIn,す なわ ち各 々 の 自己 は一般 的 自 己意 識

で あ り客観 的 で あ る・ 」(34)即 ち・ 自由 な る平 等性 の 相 互 承 認 の双 務 的 同 等性 の原 理 は、 自己 意

識 の各 々の 自由 な 個別性(自 他 の同 等 なる 自由 な る自我 へ の分 割)と 、 自然的 直 接性 の止-揚と し

ての、 自他 の 自由 の共 同 的本質 の同 等 性 に基 づ く自由 な 個別性 の 普遍 的 統 一 で あ る。 「ま た各 々

の 自己 は 自由 な他者 の な かで、 自分 が承 認 され てい るの を知 っ てNる 。 そ して各 々の 自己 が 自分

を 自由 な他 者 の なか で承 認 され た もの と して 知 るのは、 自 分が 他 の 自 己を承 認 し、且 つ他 の自 己

を 自由 な もの と して知 って い る限 りに おい てで あ る。 この限 り各 々 の 自己 は相 互 性 と して の実 的

一般 性 を もって い る
・ 」(35)相 互 承認 は、 自己が 自由 な他 者 の 中で承 認 さ れ てNる とい う契 機

(他 者 へ の反省)と 、 自 己が他 の 自己 を 自由 な 自己 と して認 識 し承 認 す る とい う契機(自 己 へ の

反 省)の 統 一 で あ り、 更 に この承認 が 自己 の 行為 で あ る と同 時 に他 者 の行 為 で あ る とい う双務 的

行為 に よる もの で ある。 自己意 識 の 自由 と して の 一般 態 は、 自己 の 自由 の本 質 を、 自己 に対寸 る

客 観態 即 ち他 の 自由 な客 観態 の中 で、 この 他 の主 観 が 自己 と同 一 な 自由 な主 観 性 と して 認識 す る、

即 ち 自他 に共 通 な同 等な 本質 こ 万人 に 共通 な 自由 な 本質 を認 識 し、 且 つ相 互 に承 認 し合 うこと

「で あ
る。 「こ うして、 この立 場 にお い ては、 相 互に 対 して関 係 し合 って い る 自 己意 識 的 な主 観 が、

自分 た ち の不 等 な特 殊 的 個 別性 を廃 棄 す る こ とに よって、 自分 た ちの実的 一般 性 の意 識 へ 一自分

た ち全 部 に帰属 す る自由 の意識 へ 一 高 まh,且 つ そ の こ とに よ って 自分 た ち の明 確 な相 互的 同

一性 の 直観 へ 高'まった」(
36)相 互 承 認は 自由 な法 的 主 体 の権 利・ 義務 の相 互的 な平 等性 の原 理 に

基 づ くもの であh,各 自 己意 識 の 身 体的個 体的 特殊 性 の不 平 等性 を 廃 棄 し 、平 等 な る 自由 の権 利

主 体性 と して の相 互的 同 一性 へ の高 ま りに 於 い て、 法 的人 格 の 意志 の 自由の 関 係が構 成 され る。

法 的 状態 の原理 は、 「自己 自身 にお い て存 在 してNる 理性 、.真実 に一般 的 な意志 、 理 性 的 な 意

志 」(37>で あh,「 一般 的 自我 、理 性 的-自己意識 と しての 人間 」(38)の 自由 な意志 の 関 係で あ っ
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て、このような自由で理性的な一般意志の普遍性に於いて、全ての法的人格は自由の主体として

相互に承認 されてあるのである。

結論 一般的自己意識から理性への移行(ヘ ーゲルとピアジェ)一 般的自己意識から理性へ

の移行は何を意味するか。一般的自己意識は自他の交換の均衡形態として権利 「 義務の規範的

論理的関係及び、「般意志と特殊意志との普遍 と特殊との実践的推論を産み出す。自他未分化の

自己中心性の脱中心化としての分割された自他の交換の均衡として、関係 ・推論の実践的論理を

産み出す・自他の実践的範疇的統一と共に自他の理性的範疇的統一を産み出す。思想交換の均衡

形態が論理の社会的淵源なのである。推論 とは内化された討論である。一般的自己意識は、思想

交換の社会的均衡形態による論理の端始なのである。自他が社会化されるとき、そのとき論証性

の必然的要求が生じる。

主 一 客の範疇的統一は、主体と客体の交換の均衡形態として規範的論理的意識を産み出す。

自他の交換の均衡形態が、権利義務の論理的関係を産み出すように。理性とは従って範疇であh ,

範疇とは論理である。この論理は知的 一 道徳的脱中心化にょって.主 体 一 客体の交換の均衡

と自他の交換の均衡 として始めて発生的に生ずるのである。従って理性とは1交 換の均衡の二つ

の形態の論理 一 規範的意識以外のものではないのである。そこにこそ範疇の本質的意義がある

のである。

一般的自己意識は
、理性の概念に到達する。理性 とは、自他、主客の四項関係の交換の理想的均

衡形態に於いて成立する論理のことに外ならない。それ故にこそ範購が理性の根本様相なのであ

る。他的存在に於ける自己同一は関係概念か ら見たる自由の規定であるが、またそれは、関係の

理想的均衡状態 としての理性 二 論理的規範意識でもある。 自由の国は同時に真理の国である。
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